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別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピカラモバイル通信サービス契約約款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年７月１日 
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２０２３年２月２４日 

 

 

株式会社 ＳＴＮｅｔ 
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別紙 

 

第９章 通信 

（通信の種類） 

第３１条 通信には、次の種類があります。 

種類 内容 

１ 一般通信 ２以外の通信 

２ 相互接続通信 相互接続点との間の通信 

２ 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。 

種類 内容 

１ 通常通話 ２以外の通信 

２ 国際通話 ピカラモバイル通信サービスを使用して本邦と外国（当社が

別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携

帯電話（以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとし

ます｡）およびインマルサットシステム移動地球局（海事衛星

通信を取扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をい

います。以下同じとします｡）を含みます。以下同じとします｡）

との間で行う通話 

３ 契約者回線からの通話は、国際通話、フリーダイヤル(0120,0800など)、ナビダイヤル(0570)、

各種有料サービス(0990など)、3桁特番(110,119,104など)、おトクでんわ（0037-692）、特定のプレ

フィックス番号を付与、各種操作用特番(留守番電話・転送電話等)を除き、発信時に0077-501（以

下、プレフィックス番号）を自動付与します。 

４ 国際通話は、ピカラモバイル通信サービス（音声＆データ通信タイプに限ります｡）の本契約者

回線からの通話に限り行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 通信 

（通信の種類） 

第３１条 通信には、次の種類があります。 

種類 内容 

１ 一般通信 ２以外の通信 

２ 相互接続通信 相互接続点との間の通信 

２ 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。 

種類 内容 

１ 通常通話 ２以外の通信 

２ 国際通話 ピカラモバイル通信サービスを使用して本邦と外国（当社が

別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携

帯電話（以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとし

ます｡）およびインマルサットシステム移動地球局（海事衛星

通信を取扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をい

います。以下同じとします｡）を含みます。以下同じとします｡）

との間で行う通話 

３ 契約者回線からの通話は、国際通話、フリーダイヤル(0120,0800など)、ナビダイヤル(0570)、

各種有料サービス(0990など)、3桁特番(110,119,104など)、おトクでんわ（0037-692）、特定のプ

レフィックス番号を付与、各種操作用特番(留守番電話・転送電話等)を除き、発信時に0077-501（以

下、プレフィックス番号）を自動付与（オートプレフィックス）します。 

４ 国際通話は、ピカラモバイル通信サービス（音声＆データ通信タイプに限ります｡）の本契約者

回線からの通話に限り行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートプレフィック

スの追加 
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別紙 

 

別 記 

 

 

２０ 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者 

株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会

社、ＵＱコミュニケーションズ株式会社、株式会社ウィルコム沖縄、株式会社サジェスタム、

株式会社ラネット、株式会社ヤマダ電機、株式会社ノジマ、日本通信株式会社、株式会社オプ

テージ、東日本旅客鉄道株式会社、ニフティ株式会社、トーンモバイル株式会社、ビッグロー

ブ株式会社、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ、株式会社アクセル、ＳＯＲＡシム株

式会社、株式会社ＬｉｎｋＬｉｆｅ、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、株式会

社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ケ

ーブルネット下関、株式会社ジェイコム九州、株式会社土浦ケーブルテレビ、株式会社ジェイ

コム湘南・神奈川、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム札幌、横浜ケーブルビ

ジョン株式会社、ＪＣＯＭ株式会社、スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社、株式

会社ちゅピＣＯＭ、楽天モバイル株式会社、ＢＴＶ株式会社、株式会社長崎ケーブルメディア、

株式会社コミュニティネットワークセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 記 

 

 

２０ 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者 

株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会

社、ＵＱコミュニケーションズ株式会社、株式会社ウィルコム沖縄、株式会社サジェスタム、

株式会社ラネット、株式会社ヤマダ電機、株式会社ノジマ、日本通信株式会社、株式会社オプ

テージ、東日本旅客鉄道株式会社、ニフティ株式会社、トーンモバイル株式会社、ビッグロー

ブ株式会社、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ、株式会社アクセル、ＳＯＲＡシム株

式会社、株式会社ＬｉｎｋＬｉｆｅ、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、株式会

社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ケ

ーブルネット下関、株式会社ジェイコム九州、株式会社土浦ケーブルテレビ、株式会社ジェイ

コム湘南・神奈川、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム札幌、横浜ケーブルビ

ジョン株式会社、ＪＣＯＭ株式会社、スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社、株式

会社ちゅピＣＯＭ、楽天モバイル株式会社、ＢＴＶ株式会社、株式会社長崎ケーブルメディア、

株式会社コミュニティネットワークセンター、Ｈ.Ｉ.Ｓ.Ｍｏｂｉｌｅ株式会社、ＤＸＨＵＢ株

式会社、株式会社Ｎｏ．１パートナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気通信事業者の追

加 
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別紙 

 

料  金  表 

 

第１表 料金 

 

第１ 利用料金 

 

１ ２以外のもの 

１－１ 適用 

区 分 内 容 

（４）特定の契

約を条件とする

利用料の割引の

適用（ピカラい

っしょ割） 

ア 特定の契約を条件とする利用料の割引（以下「ピカラいっし

ょ割」といいます。）とは、本契約者（名義が個人のものに限り

ます。）の住所と同一の場所においてピカラ光ねっと対象タイプ

（イに定めるものをいいます。）に係る契約が存すること、若し

くはピカラ光ねっと対象タイプの契約申込を行っていることを

条件に、ピカラモバイル通信サービス（Ａプラン、Ｄプラン、

Ｓプランの全てのタイプをいいます。ただし、ピカラモバイル 

IoT SIMに係るものは除きます。）の利用料［基本額］（以下「基

本利用料」といいます。）の税込価額から、次表に定める額（基

本利用料の額が次表に定める額に満たない場合は、その基本利

用料の額とします｡）の割引を行うことをいいます。 

 

                  １契約者回線の月額 

 割引額 330円 
 

イ ピカラいっしょ割に係るピカラ光ねっと対象タイプとは、次

のものをいいます。 
 

対象タイプ 

ピカラ光ねっとホームタイプ 

ピカラ光ねっとマンションタイプ 

(ただし、プラン２－２Ｂを除く) 
 

ウ ピカラいっしょ割を選択する本契約者は、ピカラ光ねっとに

係る契約管理番号を申告して、当社にお申込みいただきます。 

エ 当社は、ピカラいっしょ割の申込があったときは、次のいず

れかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 

 （ア）申込時点においてピカラ光ねっと契約若しくはピカラ光

ねっと契約の申込が確認できないとき 

 （イ）ピカラいっしょ割の適用対象となる契約者回線の数が２

以上となるとき 

（ウ）申込のあった本契約者の住所とピカラ光ねっと契約に係

 

料  金  表 

 

第１表 料金 

 

第１ 利用料金 

 

１ ２以外のもの 

１－１ 適用 

区 分 内 容 

（４）特定の契

約を条件とする

利用料の割引の

適用（ピカラい

っしょ割） 

ア 特定の契約を条件とする利用料の割引（以下「ピカラいっし

ょ割」といいます。）とは、本契約者（名義が個人のものに限り

ます。）の住所と同一の場所においてピカラ光ねっと対象タイプ

（イに定めるものをいいます。）に係る契約が存すること、若し

くはピカラ光ねっと対象タイプの契約申込を行っていることを

条件に、ピカラモバイル通信サービス（Ａプラン、Ｄプラン、

Ｓプランの全てのタイプをいいます。ただし、ピカラモバイル 

IoT SIMに係るものは除きます。）の利用料［基本額］（以下「基

本利用料」といいます。）の税込価額から、次表に定める額（基

本利用料の額が次表に定める額に満たない場合は、その基本利

用料の額とします｡）の割引を行うことをいいます。 

 

                  １契約者回線の月額 

 割引額 330円 
 

イ ピカラいっしょ割に係るピカラ光ねっと対象タイプとは、次

のものをいいます。 
 

対象タイプ 

ピカラ光ねっとホームタイプ 

ピカラ光ねっとマンションタイプ 

(ただし、プラン２－２Ｂを除く) 
 

ウ ピカラいっしょ割を選択する本契約者は、ピカラ光ねっとに

係る契約管理番号を申告して、当社にお申込みいただきます。 

エ 当社は、ピカラいっしょ割の申込があったときは、次のいず

れかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 

 （ア）申込時点においてピカラ光ねっと契約若しくはピカラ光

ねっと契約の申込が確認できないとき 

 （イ）ピカラいっしょ割の適用対象となる契約者回線の数が２

以上となるとき 

（ウ）申込のあった本契約者の住所とピカラ光ねっと契約に係
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別紙 

る契約者の住所が異なるとき 

 （エ）申込のあった本契約者の名義が個人のものでないとき 

 （オ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき 

オ ピカラいっしょ割の計算は、月単位で行います。 

カ ピカラいっしょ割の適用の開始は、ピカラいっしょ割の申し

出を当社が承諾した日を含む月の翌月からとします。 

キ 当社は、次に該当する場合には、ピカラいっしょ割の適用を

廃止します。 

 （ア）本契約者からピカラいっしょ割の適用を廃止する旨の申

込があったとき 

 （イ）毎月１日時点においてピカラ光ねっと契約が終了、若し

くはピカラ光ねっと契約の申込を取り消していることを

当社が確認したとき 

 （ウ）本契約者の地位の継承又は名義変更があったとき 

 （エ）解約、解除その他理由を問わず本契約が終了したとき 

 （オ）ピカラいっしょ割を継続できない事情が生じたとき 

ク キ（イ）の規定によりピカラいっしょ割の適用を廃止した場

合は、適用の廃止日を含む月のピカラいっしょ割は適用しませ

ん。キ（イ）以外の規定によりピカラいっしょ割の適用を廃止

した場合は、適用の廃止日を含む月の末日までの基本利用料を、

ピカラいっしょ割の適用対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る契約者の住所、または、設置場所の住所が異なるとき 

 （エ）申込のあった本契約者の名義が個人のものでないとき 

 （オ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき 

オ ピカラいっしょ割の計算は、月単位で行います。 

カ ピカラいっしょ割の適用の開始は、ピカラいっしょ割の申し

出を当社が承諾した日を含む月の翌月からとします。 

キ 当社は、次に該当する場合には、ピカラいっしょ割の適用を

廃止します。 

 （ア）本契約者からピカラいっしょ割の適用を廃止する旨の申

込があったとき 

 （イ）毎月１日時点においてピカラ光ねっと契約が終了、若し

くはピカラ光ねっと契約の申込を取り消していることを

当社が確認したとき 

 （ウ）本契約者の地位の継承又は名義変更があったとき 

 （エ）解約、解除その他理由を問わず本契約が終了したとき 

 （オ）ピカラいっしょ割を継続できない事情が生じたとき 

ク キ（イ）の規定によりピカラいっしょ割の適用を廃止した場

合は、適用の廃止日を含む月のピカラいっしょ割は適用しませ

ん。キ（イ）以外の規定によりピカラいっしょ割の適用を廃止

した場合は、適用の廃止日を含む月の末日までの基本利用料を、

ピカラいっしょ割の適用対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件の追加 
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別紙 

第２ 付加機能利用料 

２  付加機能の種類等 

（ア）Ａプランに係るもの 

（３）おトクでんわ 

お ト ク で

んわ 

本契約者が指定する携帯電

話サービスの電話番号をあ

らかじめ当社の電気通信設

備に登録（以下、「登録電話番

号」）し、その登録電話番号か

ら通信の相手先に係る加入

電話サービス等（当社が別に

定めるものに限ります）の電

話番号に当社が付与した番

号（0037-692とします。）を

前置して行う通信を、当社の

装置にいったん着信させた

後に接続する機能をいいま

す。 

１契約ごとに 無料 

利用料 
下表ア、イ 

参照 

通話パック３０ 

（最大３０分間 

通話可能） 

500円／月 

（550円） 

通話パック４５ 

（最大４５分間 

通話可能） 

720円／月 

（792円） 

１０分かけ放題 

（１０分以内の

国内通話が何度

でも可能） 

個

人 

850円／月 

（935円） 

法

人 

1,500円／月 

（1,650円） 

かけ放題 

（国内通話が何度でも

可能） 

2,500円／月 

（2,750円） 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める移動

無線装置を利用しているものに限ります｡)に限り提供します。 

イ この機能により応答する通話に関する料金については、この機

能を利用している契約者に支払っていただきます。 

ウ 通話パック３０及び通話パック４５は、申込月の翌月より提供

します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始し

た日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供します。 

エ 通話パック３０及び通話パック４５は、その料金の日割りは行

いません。 

オ １０分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時

ではない場合、申込月の翌月より提供します。 

カ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではな

い場合、申込月の翌月より提供します。 

キ かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 

ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める

ところによります。 

 

 

第２ 付加機能利用料 

２  付加機能の種類等 

（ア）Ａプランに係るもの 

（３）おトクでんわ 

お ト ク で

んわ 

本契約者に対して、オートプ

レフィックスにより当社指

定の通話種別による通話料

金を標準の提供料金よりも

安価に提供するサービスを

いいます。 

２０２３年２月２３日以前

の本サービスの申込みにつ

いては、本契約者が指定する

携帯電話サービスの電話番

号をあらかじめ当社の電気

通信設備に登録（以下、「登録

電話番号」）し、その登録電話

番号から通信の相手先に係

る加入電話サービス等（当社

が別に定めるものに限りま

す）の電話番号に当社が付与

した番号（0037-692 としま

す。）を前置して行う通信を、

当社の装置にいったん着信

させた後に接続する機能を

いいます。 

１契約ごとに 

（２０２３年２月２３

日以前の本サービス

の申込みが対象） 

無料 

利用料 

（２０２３年２月２３

日以前の本サービス

の申込みが対象） 

下表ア、イ 

参照 

通話パック３０ 

（最大３０分間通話可能） 

（２０２３年２月２３日 

をもって新規受付を 

停止） 

500円／月 

（550円） 

通話パック４５ 

（最大４５分間通話可能） 

（２０２３年２月２３日 

をもって新規受付を 

停止） 

720円／月 

（792円） 

１０分かけ放題 

（１０分以内の

国内通話が何度

でも可能） 

個

人 

850円／月 

（935円） 

法

人 

1,500円／月 

（1,650円） 

かけ放題 

（国内通話が何度でも

可能） 

2,500円／月 

（2,750円） 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める移動

無線装置を利用しているものに限ります｡)に限り提供します。 

イ 本サービスにより応答する通話に関する料金については、本サ

ービスを利用している契約者に支払っていただきます。 

ウ 通話パック３０及び通話パック４５は、申込月の翌月より提供

します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始し

た日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供します。 

エ 通話パック３０及び通話パック４５は、その料金の日割りは行

いません。 

オ １０分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時

 

 

 

 

 

オートプレフィック

ス通話の追加 

 

2023 年 2 月 23 日以

前の申込みにおける

注釈を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考の追加・変更 
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別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 加入電話サービス、ＩＰ電話サービス、携帯電話サービス、ＰＨＳサービスへの通信に

係るもの 

区 分 単 位 料金額（税込価格） 

利用料 ３０秒までごとに 10円（11円） 

 

イ 外国への通信に係るもの 

（３０秒までごとに） 

通話先区分 料金額（免税） 

アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます) 

10円 

イタリア共和国 

インドネシア共和国 

オーストラリア 

オランダ王国 

カナダ 

ギリシャ共和国 

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 

サイパン 

シンガポール共和国 

スペイン 

スイス連邦 

タイ王国 

大韓民国 

ではない場合、申込月の翌月より提供します。 

カ １０分かけ放題について、１０分超過後は、３０秒当たり 10円

（11円）の通話料金となります。 

キ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではな

い場合、申込月の翌月より提供します。 

ク かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 

ケ 下表ア、イは２０２３年２月２３日以前の本サービスの申込みに

対して適用となります。 

コ ２０２３年２月２４日から２８日までの間に、ピカラモバイル通

信サービスと同時に本サービスの１０分かけ放題またはかけ放

題にお申込みの場合、２０２３年３月１日からの料金が先行適用

となります。 

サ オートプレフィックスによる本サービスは、下表ウに定める呼

種が対象となります。 

シ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定

めるところによります。 

 

ア 加入電話サービス、ＩＰ電話サービス、携帯電話サービス、ＰＨＳサービスへの通信に

係るもの 

区 分 単 位 料金額（税込価格） 

利用料 ３０秒までごとに 10円（11円） 

 

イ 外国への通信に係るもの 

（３０秒までごとに） 

通話先区分 料金額（免税） 

アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます) 

10円 

イタリア共和国 

インドネシア共和国 

オーストラリア 

オランダ王国 

カナダ 

ギリシャ共和国 

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 

サイパン 

シンガポール共和国 

スペイン 

スイス連邦 

タイ王国 

大韓民国 
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別紙 

中国人民共和国（香港及びマカオを含みます） 

台湾 

ドイツ連邦共和国 

ニュージーランド 

フィリピン共和国 

バチカン市国 

ブルネイ 

ダルサラーム国 

フランス共和国 

ブラジル連邦共和国 

ベトナム社会主義共和国 

ベルギー王国 

マレーシア 

ロシア連邦 

備考 

ア オーストラリア、フランス共和国、スペイン、ロシア連邦については、利用を制

限している番号帯があります。詳細は、当社が別に定めるところによります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国人民共和国（香港及びマカオを含みます） 

台湾 

ドイツ連邦共和国 

ニュージーランド 

フィリピン共和国 

バチカン市国 

ブルネイ 

ダルサラーム国 

フランス共和国 

ブラジル連邦共和国 

ベトナム社会主義共和国 

ベルギー王国 

マレーシア 

ロシア連邦 

備考 

ア オーストラリア、フランス共和国、スペイン、ロシア連邦については、利用を制

限している番号帯があります。詳細は、当社が別に定めるところによります。 

 

ウ サービス対象呼 

区分 呼種 

対象 

国内携帯電話ＰＨＳ （０９０、０８０、０７０） 

国内固定電話 （０ＡＢＪ） 

国内ＩＰ電話 （０５０） 

衛星自動車、衛星船舶向け発信 

対象外 

不正通信の疑いがある電話番号向け 

国際電話 

３桁特番（１１０、１１９等） 

他社サービス番号（０１２０、０１８０、０８００、０５７０） 

短縮ダイヤル（＃４桁の番号） 

遠隔制御呼（０９０で始まる１０桁の電話番号） 

着信電話転送サービスによる転送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートプレフィック

ス対象通話を追加 
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別紙 

（イ）Ｄプランに係るもの 

（１）（２）（３）以外のもの 

区分 単位 
料金額 [月額] 

（税込価格） 

ボイスメール

機能（声の宅

配便） 

契約者回線等から送信されたメ

ッセージの蓄積および再生を行

う機能をいいます。 

１契約ごとに 無料 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める

移動無線装置を利用しているものに限ります｡)であって、

留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供しま

す。 

イ 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消

去します。 

ウ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損

もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因す

る損害については、その原因の如何によらず一切の責任を

負いません。 

エ 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当

社が別に定めるところによります。 

 

（３）おトクでんわ 

お ト ク で

んわ 

本契約者が指定する携帯電話

サービスの電話番号をあらか

じめ当社の電気通信設備に登

録（以下、「登録電話番号」）

し、その登録電話番号から通

信の相手先に係る加入電話サ

ービス等（当社が別に定める

ものに限ります）の電話番号

に当社が付与した番号（0037-

692とします。）を前置して行

う通信を、当社の装置にいっ

たん着信させた後に接続する

機能をいいます。 

１契約ごとに 無料 

利用料 
下表ア、イ 

参照 

通話パック３０ 

（最大３０分間 

通話可能） 

500円／月 

（550円） 

通話パック４５ 

（最大４５分間 

通話可能） 

720円／月 

（792円） 

１０分かけ放題 

（１０分以内の

国内通話が何度

でも可能） 

個人 
850円／月 

（935円） 

法人 
1,500円／月 

（1,650円） 

かけ放題 

（国内通話が何度でも可

能） 

2,500円／月 

（2,750円） 

（イ）Ｄプランに係るもの 

（１）（２）（３）以外のもの 

区分 単位 
料金額 [月額] 

（税込価格） 

ボイスメール

機能（声の宅

配便） 

契約者回線等から送信されたメ

ッセージの蓄積および再生を行

う機能をいいます。 

１契約ごとに 無料 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める

移動無線装置を利用しているものに限ります｡)であって、

留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供しま

す。 

イ 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消

去します。 

ウ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損

もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因す

る損害については、その原因の如何によらず一切の責任を

負いません。 

エ 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当

社が別に定めるところによります。 

 

（３）おトクでんわ 

お ト ク で

んわ 

本契約者に対して、オートプ

レフィックスにより当社指

定の通話種別による通話料

金を標準の提供料金よりも

安価に提供するサービスを

いいます。 

２０２３年２月２３日以前

の本サービスの申込みにつ

いては、本契約者が指定する

携帯電話サービスの電話番

号をあらかじめ当社の電気

通信設備に登録（以下、「登録

電話番号」）し、その登録電話

番号から通信の相手先に係

る加入電話サービス等（当社

が別に定めるものに限りま

す）の電話番号に当社が付与

した番号（0037-692 としま

１契約ごとに 

（２０２３年２月２３日

以前の本サービスの申

込みが対象） 

無料 

利用料 

（２０２３年２月２３日

以前の本サービスの

申込みが対象） 

下表ア、イ 

参照 

通話パック３０ 

（最大３０分間通話可能） 

（２０２３年２月２３日 

をもって新規受付を 

停止） 

500円／月 

（550円） 

通話パック４５ 

（最大４５分間通話可能） 

（２０２３年２月２３日 

をもって新規受付を 

停止） 

720円／月 

（792円） 

 

 

 

 

 

 

付加機能の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートプレフィック

ス通話の追加 

 

2023 年 2 月 23 日以

前の申込みにおける

注釈を追加 
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別紙 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める移動

無線装置を利用しているものに限ります｡)に限り提供します。 

イ この機能により応答する通話に関する料金については、この機

能を利用している契約者に支払っていただきます。 

ウ 通話パック３０及び通話パック４５は、申込月の翌月より提供

します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始し

た日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供します。 

エ 通話パック３０及び通話パック４５は、その料金の日割りは行

いません。 

オ １０分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時

ではない場合、申込月の翌月より提供します。 

カ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではな

い場合、申込月の翌月より提供します。 

キ かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 

ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める

ところによります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 加入電話サービス、ＩＰ電話サービス、携帯電話サービス、ＰＨＳサービスへの通信に

係るもの 

区 分 単 位 料金額（税込価格） 

利用料 ３０秒までごとに 10円（11円） 

 

す。）を前置して行う通信を、

当社の装置にいったん着信

させた後に接続する機能を

いいます。 

１０分かけ放題 

（１０分以内の

国内通話が何度

でも可能） 

個人 
850円／月 

（935円） 

法人 
1,500円／月 

（1,650円） 

かけ放題 

（国内通話が何度でも可

能） 

2,500円／月 

（2,750円） 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める移動

無線装置を利用しているものに限ります｡)に限り提供します。 

イ 本サービスにより応答する通話に関する料金については、本サ

ービスを利用している契約者に支払っていただきます。 

ウ 通話パック３０及び通話パック４５は、申込月の翌月より提供

します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始し

た日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供しま

す。 

エ 通話パック３０及び通話パック４５は、その料金の日割りは行

いません。 

オ １０分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同

時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 

カ １０分かけ放題について、１０分超過後は、３０秒当たり 10円

（11円）の通話料金となります。 

キ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時では

ない場合、申込月の翌月より提供します。 

ク かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 

ケ 下表ア、イは２０２３年２月２３日以前の本サービスの申込み

に対して適用となります。 

コ ２０２３年２月２４日から２８日までの間に、ピカラモバイル

通信サービスと同時に本サービスの１０分かけ放題またはかけ

放題にお申込みの場合、２０２３年３月１日からの料金が先行

適用となります。 

サ オートプレフィックスによる本サービスは、下表ウに定める呼

種が対象となります。 

シ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定

めるところによります。 

 

ア 加入電話サービス、ＩＰ電話サービス、携帯電話サービス、ＰＨＳサービスへの通信に

係るもの 

区 分 単 位 料金額（税込価格） 

利用料 ３０秒までごとに 10円（11円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考の追加・変更 
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別紙 

イ 外国への通信に係るもの 

（３０秒までごとに） 

通話先区分 料金額（免税） 

アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます) 

10円 

イタリア共和国 

インドネシア共和国 

オーストラリア 

オランダ王国 

カナダ 

ギリシャ共和国 

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 

サイパン 

シンガポール共和国 

スペイン 

スイス連邦 

タイ王国 

大韓民国 

中国人民共和国（香港及びマカオを含みます） 

台湾 

ドイツ連邦共和国 

ニュージーランド 

フィリピン共和国 

バチカン市国 

ブルネイ 

ダルサラーム国 

フランス共和国 

ブラジル連邦共和国 

ベトナム社会主義共和国 

ベルギー王国 

マレーシア 

ロシア連邦 

備考 

ア オーストラリア、フランス共和国、スペイン、ロシア連邦については、利用を制

限している番号帯があります。詳細は、当社が別に定めるところによります。 

 

 

 

 

 

イ 外国への通信に係るもの 

（３０秒までごとに） 

通話先区分 料金額（免税） 

アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます) 

10円 

イタリア共和国 

インドネシア共和国 

オーストラリア 

オランダ王国 

カナダ 

ギリシャ共和国 

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 

サイパン 

シンガポール共和国 

スペイン 

スイス連邦 

タイ王国 

大韓民国 

中国人民共和国（香港及びマカオを含みます） 

台湾 

ドイツ連邦共和国 

ニュージーランド 

フィリピン共和国 

バチカン市国 

ブルネイ 

ダルサラーム国 

フランス共和国 

ブラジル連邦共和国 

ベトナム社会主義共和国 

ベルギー王国 

マレーシア 

ロシア連邦 

備考 

ア オーストラリア、フランス共和国、スペイン、ロシア連邦については、利用を制

限している番号帯があります。詳細は、当社が別に定めるところによります。 

 

ウ サービス対象呼 

区分 呼種 

対象 
国内携帯電話ＰＨＳ （０９０、０８０、０７０） 

国内固定電話 （０ＡＢＪ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートプレフィック

ス対象通話を追加 

 

 



通信サービス契約約款 新旧対照表  

                   旧                                        新                       備考（変更箇所）  

 

12 

 

別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内ＩＰ電話 （０５０） 

衛星自動車、衛星船舶向け発信 

天気予報のうち、「市外局番＋１７７」でダイヤルされる通話 

対象外 

不正通信の疑いがある電話番号向け 

国際電話 

３桁特番（１１０、１１９等） 

他社サービス番号（０１２０、０１８０、０８００、０５７０） 

短縮ダイヤル（＃４桁の番号） 

遠隔制御呼（０９０で始まる１０桁の電話番号） 

転送電話による転送 
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別紙 

（ウ）Ｓプランに係るもの 

（２）おトクでんわ 

お ト ク で

んわ 

本契約者が指定する携帯電

話サービスの電話番号をあ

らかじめ当社の電気通信設

備に登録（以下、「登録電話番

号」）し、その登録電話番号か

ら通信の相手先に係る加入

電話サービス等（当社が別に

定めるものに限ります）の電

話番号に当社が付与した番

号（0037-692とします。）を

前置して行う通信を、当社の

装置にいったん着信させた

後に接続する機能をいいま

す。 

１契約ごとに 無料 

利用料 
下表ア、イ 

参照 

通話パック３０ 

（最大３０分間 

通話可能） 

500円／月 

（550円） 

通話パック４５ 

（最大４５分間 

通話可能） 

720円／月 

（792円） 

１０分かけ放題 

（１０分以内の

国内通話が何度

でも可能） 

個人 
850円／月 

（935円） 

法人 
1,500円／月 

（1,650円） 

かけ放題 

（国内通話が何度でも可

能） 

2,500円／月 

（2,750円） 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める移動

無線装置を利用しているものに限ります｡)に限り提供します。 

イ この機能により応答する通話に関する料金については、この機

能を利用している契約者に支払っていただきます。 

ウ 通話パック３０及び通話パック４５は、申込月の翌月より提供

します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始し

た日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供しま

す。 

エ 通話パック３０及び通話パック４５は、その料金の日割りは行

いません。 

オ １０分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同

時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 

カ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時では

ない場合、申込月の翌月より提供します。 

キ かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 

ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める

ところによります。 

 

 

 

（ウ）Ｓプランに係るもの 

（２）おトクでんわ 

お ト ク で

んわ 

本契約者に対して、オートプ

レフィックスにより当社指

定の通話種別による通話料

金を標準の提供料金よりも

安価に提供するサービスを

いいます。 

２０２３年２月２３日以前

の本サービスの申込みにつ

いては、本契約者が指定する

携帯電話サービスの電話番

号をあらかじめ当社の電気

通信設備に登録（以下、「登録

電話番号」）し、その登録電話

番号から通信の相手先に係

る加入電話サービス等（当社

が別に定めるものに限りま

す）の電話番号に当社が付与

した番号（0037-692 としま

す。）を前置して行う通信を、

当社の装置にいったん着信

させた後に接続する機能を

いいます。 

１契約ごとに 

（２０２３年２月２３日

以前の本サービスの

申込みが対象） 

無料 

利用料 

（２０２３年２月２３日

以前の本サービスの

申込みが対象） 

下表ア、イ 

参照 

通話パック３０ 

（最大３０分間通話可能） 

（２０２３年２月２３日 

をもって新規受付を 

停止） 

500円／月 

（550円） 

通話パック４５ 

（最大４５分間通話可能） 

（２０２３年２月２３日 

をもって新規受付を 

停止） 

720円／月 

（792円） 

１０分かけ放題 

（１０分以内の

国内通話が何度

でも可能） 

個人 
850円／月 

（935円） 

法人 
1,500円／月 

（1,650円） 

かけ放題 

（国内通話が何度でも可

能） 

2,500円／月 

（2,750円） 

備

考 

ア 音声＆データ通信タイプの契約者回線（当社が別に定める移動

無線装置を利用しているものに限ります｡)に限り提供します。 

イ 本サービスにより応答する通話に関する料金については、本サ

ービスを利用している契約者に支払っていただきます。 

ウ 通話パック３０及び通話パック４５は、申込月の翌月より提供

します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始し

た日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供しま

す。 

エ 通話パック３０及び通話パック４５は、その料金の日割りは行

いません。 

オ １０分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同

時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 

 

 

 

オートプレフィック

ス通話の追加 

 

2023 年 2 月 23 日以

前の申込みにおける

注釈を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考の追加・変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通信サービス契約約款 新旧対照表  

                   旧                                        新                       備考（変更箇所）  

 

14 

 

別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 加入電話サービス、ＩＰ電話サービス、携帯電話サービス、ＰＨＳサービスへの通信に

係るもの 

区 分 単 位 料金額（税込価格） 

利用料 ３０秒までごとに 10円（11円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ １０分かけ放題について、１０分超過後は、３０秒当たり 10円

（11円）の通話料金となります。 

キ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時では

ない場合、申込月の翌月より提供します。 

ク かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 

ケ 下表ア、イは２０２３年２月２３日以前の本サービスの申込み

に対して適用となります。 

コ ２０２３年２月２４日から２８日までの間に、ピカラモバイル

通信サービスと同時に本サービスの１０分かけ放題またはかけ

放題にお申込みの場合、２０２３年３月１日からの料金が先行

適用となります。 

サ オートプレフィックスによる本サービスは、下表ウに定める呼

種が対象となります。 

シ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定

めるところによります。 

 

ア 加入電話サービス、ＩＰ電話サービス、携帯電話サービス、ＰＨＳサービスへの通信に

係るもの 

区 分 単 位 料金額（税込価格） 

利用料 ３０秒までごとに 10円（11円） 

 

イ 外国への通信に係るもの 

    （３０秒までごとに） 

通話先区分 料金額（免税） 

アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます) 

10円 

イタリア共和国 

インドネシア共和国 

オーストラリア 

オランダ王国 

カナダ 

ギリシャ共和国 

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 

サイパン 

シンガポール共和国 

スペイン 

スイス連邦 

タイ王国 

大韓民国 

中国人民共和国（香港及びマカオを含みます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際通話の対象を追

加 
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別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾 

ドイツ連邦共和国 

ニュージーランド 

フィリピン共和国 

バチカン市国 

ブルネイ 

ダルサラーム国 

フランス共和国 

ブラジル連邦共和国 

ベトナム社会主義共和国 

ベルギー王国 

マレーシア 

ロシア連邦 

備考 

ア オーストラリア、フランス共和国、スペイン、ロシア連邦については、利用を制

限している番号帯があります。詳細は、当社が別に定めるところによります。 

 

ウ サービス対象呼 

区分 呼種 

対象 

国内携帯電話ＰＨＳ （０９０、０８０、０７０） 

国内固定電話 （０ＡＢＪ） 

国内ＩＰ電話 （０５０） 

衛星自動車、衛星船舶向け発信 

天気予報のうち、「市外局番＋１７７」でダイヤルされる通話 

対象外 

不正通信の疑いがある電話番号向け 

国際電話 

３桁特番（１１０、１１９等） 

他社サービス番号（０１２０、０１８０、０８００、０５７０） 

短縮ダイヤル（＃４桁の番号） 

遠隔制御呼（０９０で始まる１０桁の電話番号） 

転送電話による転送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートプレフィック

ス対象通話を追加 
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別紙 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 

附 則 

 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２３年２月２４日から実施します。 

 

（整理品目に関する経過措置） 

２ 料金表 第２付加機能利用料 おトクでんわの通話パック３０及び通話パック４５については、

２０２３年２月２３日をもって新規申込受付を停止するものとします。 

 

（特例措置） 

３ ２０２３年２月１日から２０２３年５月３１日までの間に、ピカラモバイル契約の申込みがあり、

当社がその申込みを承諾した場合であって、当社が別に定める条件を満たす場合、次の特例措置を

実施します。 

（１）料金表第１表第１（利用料金）１－２（料金額）の規定に係わらず、次の料金額を減額します。

ただし、月額料金額が減額等された場合、変更後の料金額が減額する料金額となります。 

 

１契約者回線ごと 

タイプ 適用する期間 減額する料金額 

音声＆データ通信 
回線提供の開始のあった日の 

属する料金月の翌月から１２カ月間 
400円（440円） 

 

（２）次の条件を満たす場合、料金表第３表第２（料金額）の規定に係わらず、契約事務手数料を０円

とします。 

（ア）ピカラモバイル通信サービスの契約がない者が、本契約者からの紹介を受けた場合 

（イ）本契約者が、新たに申込みを追加する場合 

 

 

 

附則を追加 

 

 

 

 

 

 


